


 
 

□□５段階の警戒レベルへの整合 

避難情報に関するガイドラインでは、５段階の警戒レベルで住民がとるべき行動が設定されていま

す。対象となる災害である河川氾濫、大雨、土砂災害及び高潮に関する情報等は、これまで警戒レ

ベルと情報との対応が対象災害ごとに異なる運用となっていたところ、今回、５段階すべての警戒レ

ベルに対応した情報を改めて設定し、とるべき行動の判断をより一層支援できる情報体系に改善しま

す。 

 

 

警戒レベル相当情報の新たな情報体系 

 

□□情報へのレベルの付記 

情報と対応する防災行動をよりわかりやすくするため、情報名称そのものにレベルの数字を付け

て発表します。レベル３～５については警戒レベル“相当”情報ですが、分かりやすさ、伝わりやすさを

重視し、例えばレベル３相当の大雨警報は、レベル３大雨警報とします。 

（大雨警報→レベル３大雨警報、高潮注意報→レベル２高潮注意報 など） 

 

□□河川氾濫に関する特別警報の新設 

河川氾濫に関する特別警報として、新たにレベル５氾濫特別警報の運用を開始します。レベル５氾

濫特別警報は、洪水予報河川において氾濫が差し迫ったときに発表します。 

 

□□レベル４相当情報としての「危険警報」の運用 

レベル４避難指示の発令等の目安となるレベル４相当の情報として危険警報を運用します。 

（土砂災害警戒情報→レベル４土砂災害危険警報 など） 

 

□□気象防災速報、気象解説情報の新設 

これまで「気象情報」として発表していた様々な情報を、大きく２つに分類します。線状降水帯によ

る大雨発生など、極端な現象を速報的に伝える情報は、「気象防災速報」、気象状況等を網羅的に

解説する情報は「気象解説情報」として発表します。 

（顕著な大雨に関する気象情報 →気象防災速報（線状降水帯発生） など ） 

（全般台風情報 →気象解説情報（台風第○号） など） 


